
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケアマネジャーは、ご本人やご家族の思いに寄り添い、 

・介護全般のご相談に応じます 

・地域での生活が続けられるよう、サービスの調整をいたします 

  介護保険の認定の結果を踏まえて、ご本人やご家族の思いを大切に 

しながら、ご本人にあった介護サービスの提案・作成をいたします。 

 ご本人の心身の状態や生活環境に合わせて、適切に介護サービスが 

提供されるように、必要な情報の連絡・調整をいたします。 

お伺いいたします。 

 ご自宅を訪問し、生活や介護の様子、サービスの利用状況などについて 

・介護サービス計画を変更したい  ・利用中の事業所に要望がある 

・入院／退院した         ・住宅改修／福祉用具の購入がしたい 

 急にデイサービス・ヘルパーなどの利用をお休みされる場合には 

  各 事 業 所 へ 直 接 電 話 をしてください。 

ご本人やご家族の代わりに、介護保険の申請手続きを行います。 

 1．要介護認定の代行申請  

 2．介護サービス計画（ケアプラン）の作成  

 3．主治医、サービス事業者との連絡・調整  

 4．定期訪問 （要介護の方は毎月 1回／要支援の方は概ね 3か月に 1回） 

    058-216-1170 【月～金】 9時～17時 

 

＜次の場合はお知らせください＞ 

 

＜ご注意ください！＞ 

介護相談センター あんきの家 


